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(第 1条 関 係 )寒 川 町 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に  

関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(制 定 附 則 ) (制 定 附 則 ) 

附  則  附  則  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(他 の 法 令 に よ る 給 付 と の 調 整 ) (他 の 法 令 に よ る 給 付 と の 調 整 ) 

第 5条  年 金 た る 補 償 の 額 は 、当 該 補 償 の

事 由 に つ い て 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 年

金 た る 補 償 の 種 類 に 応 じ 、同 表 の 中 欄 に

掲 げ る 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 が 支 給

さ れ る 場 合 に は 、当 分 の 間 、こ の 条 例 の

規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 条 例 の 規 定 (第

14条 の 2を 除 く 。)に よ る 年 金 た る 補 償 の

年 額 に 、同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 当 該 年 金 た

る 補 償 の 種 類 に 応 じ 、同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 当 該 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 ご と に

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額

(そ の 額 が 当 該 年 金 た る 補 償 の 年 額 か ら

当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 又 は 死 亡

に つ い て 支 給 さ れ る 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 当 該 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 額 の

合 計 額 を 控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に

は 、 当 該 残 額 )と し 、 こ れ ら の 額 に 50円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、こ れ を 切 り 捨

て 、 50円 以 上 100円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 こ れ を 100円 に 切 り 上 げ る も の と

す る 。  

第 5条  年 金 た る 補 償 の 額 は 、当 該 補 償 の

事 由 に つ い て 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 年

金 た る 補 償 の 種 類 に 応 じ 、同 表 の 中 欄 に

掲 げ る 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 が 支 給

さ れ る 場 合 に は 、当 分 の 間 、こ の 条 例 の

規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 条 例 の 規 定 (第

14条 の 2を 除 く 。)に よ る 年 金 た る 補 償 の

年 額 に 、同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 当 該 年 金 た

る 補 償 の 種 類 に 応 じ 、同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 当 該 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 ご と に

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額

(そ の 額 が 当 該 年 金 た る 補 償 の 年 額 か ら

当 該 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 又 は 死 亡

に つ い て 支 給 さ れ る 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 当 該 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 額 の

合 計 額 を 控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に

は 、 当 該 残 額 )と し 、 こ れ ら の 額 に 50円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、こ れ を 切 り 捨

て 、 50円 以 上 100円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 こ れ を 100円 に 切 り 上 げ る も の と

す る 。  

傷 病 補

償 年 金  

(略 ) 

障 害 厚 生 年 金 等 (当 該

補 償 の 事 由 と な つ た

障 害 に つ い て 障 害 基

礎 年 金 が 支 給 さ れ る

場 合 を 除 く 。 ) 

0.86 

(略 ) 

(略 ) 
 

傷 病 補

償 年 金  

(略 ) 

障 害 厚 生 年 金 等 (当 該

補 償 の 事 由 と な つ た

障 害 に つ い て 障 害 基

礎 年 金 が 支 給 さ れ る

場 合 を 除 く 。 ) 

0.88 

(略 ) 

(略 ) 
 

2 休 業 補 償 の 額 は 、同 一 の 事 由 に つ い て

次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 法 律 に よ る 年 金

た る 給 付 が 支 給 さ れ る 場 合 に は 、当 分 の

間 、こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、こ の

2 休 業 補 償 の 額 は 、同 一 の 事 由 に つ い て

次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 法 律 に よ る 年 金

た る 給 付 が 支 給 さ れ る 場 合 に は 、当 分 の

間 、こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、こ の
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条 例 の 規 定 に よ る 休 業 補 償 の 額 に 、同 表

の 左 欄 に 掲 げ る 法 律 に よ る 年 金 た る 給

付 の 種 類 に 応 じ て 、同 表 の 右 欄 に 掲 げ る

率 を 乗 じ て 得 た 額 (そ の 額 が こ の 条 例 の

規 定 に よ る 休 業 補 償 の 額 か ら 同 一 の 事

由 に つ い て 支 給 さ れ る 当 該 年 金 た る 給

付 の 額 の 合 計 額 を 365で 除 し て 得 た 額 を

控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に は 、当 該 残

額 )と す る 。  

条 例 の 規 定 に よ る 休 業 補 償 の 額 に 、同 表

の 左 欄 に 掲 げ る 法 律 に よ る 年 金 た る 給

付 の 種 類 に 応 じ て 、同 表 の 右 欄 に 掲 げ る

率 を 乗 じ て 得 た 額 (そ の 額 が こ の 条 例 の

規 定 に よ る 休 業 補 償 の 額 か ら 同 一 の 事

由 に つ い て 支 給 さ れ る 当 該 年 金 た る 給

付 の 額 の 合 計 額 を 365で 除 し て 得 た 額 を

控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に は 、当 該 残

額 )と す る 。  

(略 ) 

障 害 厚 生 年 金 等 (当 該 補 償 の 事

由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害

基 礎 年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を

除 く 。 ) 

0.86 

(略 ) 
 

(略 ) 

障 害 厚 生 年 金 等 (当 該 補 償 の 事

由 と な つ た 障 害 に つ い て 障 害

基 礎 年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を

除 く 。 ) 

0.88 

(略 ) 
 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

(第 2条 関 係 )寒 川 町 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(制 定 附 則 ) (制 定 附 則 ) 

附  則  附  則  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(他 の 法 律 に よ る 給 付 と の 調 整 ) (他 の 法 律 に よ る 給 付 と の 調 整 ) 

第 3条  (略 ) 第 3条  (略 ) 

2  年 金 た る 損 害 補 償 を 受 け る 権 利 を 有

す る 者 が 、当 該 年 金 た る 損 害 補 償 の 事 由

と な つ た 障 害 又 は 死 亡 に つ い て 次 の 表

の 左 欄 に 掲 げ る 年 金 た る 損 害 補 償 の 種

類 に 応 じ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 法 律 に よ

る 年 金 た る 給 付 の 支 給 を 受 け る 場 合 (前

項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。 )に は 、 当 分

の 間 、こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、こ

の 条 例 の 規 定 (第 19条 の 2を 除 く 。 )に よ

る 年 金 た る 損 害 補 償 の 額 に 、同 表 の 左 欄

に 掲 げ る 当 該 年 金 た る 損 害 補 償 の 種 類

に 応 じ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 当 該 法 律 に

よ る 年 金 た る 給 付 ご と に 同 表 の 右 欄 に

掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 (そ の 額 が 当 該

2  年 金 た る 損 害 補 償 を 受 け る 権 利 を 有

す る 者 が 、当 該 年 金 た る 損 害 補 償 の 事 由

と な つ た 障 害 又 は 死 亡 に つ い て 次 の 表

の 左 欄 に 掲 げ る 年 金 た る 損 害 補 償 の 種

類 に 応 じ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 法 律 に よ

る 年 金 た る 給 付 の 支 給 を 受 け る 場 合 (前

項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。 )に は 、 当 分

の 間 、こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、こ

の 条 例 の 規 定 (第 19条 の 2を 除 く 。 )に よ

る 年 金 た る 損 害 補 償 の 額 に 、同 表 の 左 欄

に 掲 げ る 当 該 年 金 た る 損 害 補 償 の 種 類

に 応 じ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 当 該 法 律 に

よ る 年 金 た る 給 付 ご と に 同 表 の 右 欄 に

掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 (そ の 額 が 当 該
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年 金 た る 損 害 補 償 の 額 か ら 当 該 年 金 た

る 損 害 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 又 は 死

亡 に つ い て 支 給 さ れ る 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 当 該 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 額

を 控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に は 、当 該

残 額 )を 支 給 し 、 そ の 額 に 50円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て 、 50

円 以 上 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

こ れ を 100円 に 切 り 上 げ る 。  

年 金 た る 損 害 補 償 の 額 か ら 当 該 年 金 た

る 損 害 補 償 の 事 由 と な つ た 障 害 又 は 死

亡 に つ い て 支 給 さ れ る 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 当 該 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 額

を 控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に は 、当 該

残 額 )を 支 給 し 、 そ の 額 に 50円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て 、 50

円 以 上 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

こ れ を 100円 に 切 り 上 げ る 。  

1  傷 病

補 償 年

金 （ 第 1

8 条 の 2

に 規 定

す る 公

務 上 の

災 害 に

係 る も

の を 除

く 。 ）  

1 障 害 厚 生 年 金 等  0.86 

(略 ) 

2  傷 病

補 償 年

金 （ 第 1

8 条 の 2

に 規 定

す る 公

務 上 の

災 害 に

係 る も

の に 限

る 。 ) 

1 障 害 厚 生 年 金 等  0.91（ 第 1

級 又 は 第 2

級 の 傷 病

等 級 に 該

当 す る 障

害 に 係 る

傷 病 補 償

年 金 に あ

っ て は 、0.

90) 

(略 ) 

(略 ) 
 

1  傷 病

補 償 年

金 （ 第 1

8 条 の 2

に 規 定

す る 公

務 上 の

災 害 に

係 る も

の を 除

く 。 ）  

1 障 害 厚 生 年 金 等  0.88 

(略 ) 

2  傷 病

補 償 年

金 （ 第 1

8 条 の 2

に 規 定

す る 公

務 上 の

災 害 に

係 る も

の に 限

る 。 ) 

1 障 害 厚 生 年 金 等  0.92（ 第 1

級    

 の 傷 病

等 級 に 該

当 す る 障

害 に 係 る

傷 病 補 償

年 金 に あ

っ て は 、0.

91) 

(略 ) 

(略 ) 
 

(1)・ (2) (略 )  (1)・ (2) (略 ) 

3・ 4 (略 ) 3・ 4 (略 ) 

5 休 業 補 償 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 が 、

同 一 の 事 由 に つ い て 次 の 表 の 左 欄 に 掲

げ る 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 支 給 を

受 け る 場 合 に は 、 当 分 の 間 、 第 8条 の 規

定 に か か わ ら ず 、同 条 の 規 定 に よ る 休 業

補 償 の 額 に 、同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 当 該 法

律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 種 類 に 応 じ 、同

表 の 右 欄 に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 (そ

5 休 業 補 償 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 が 、

同 一 の 事 由 に つ い て 次 の 表 の 左 欄 に 掲

げ る 法 律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 支 給 を

受 け る 場 合 に は 、 当 分 の 間 、 第 8条 の 規

定 に か か わ ら ず 、同 条 の 規 定 に よ る 休 業

補 償 の 額 に 、同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 当 該 法

律 に よ る 年 金 た る 給 付 の 種 類 に 応 じ 、同

表 の 右 欄 に 掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 た 額 (そ
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の 額 が 当 該 休 業 補 償 の 額 か ら 同 一 の 事

由 に つ い て 支 給 さ れ る 当 該 法 律 に よ る

年 金 た る 給 付 の 額 (当 該 法 律 に よ る 年 金

た る 給 付 の 数 が 2で あ る 場 合 に あ つ て

は 、そ の 合 計 額 )を 365で 除 し て 得 た 額 を

控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に は 、当 該 残

額 )を 支 給 す る 。  

の 額 が 当 該 休 業 補 償 の 額 か ら 同 一 の 事

由 に つ い て 支 給 さ れ る 当 該 法 律 に よ る

年 金 た る 給 付 の 額 (当 該 法 律 に よ る 年 金

た る 給 付 の 数 が 2で あ る 場 合 に あ つ て

は 、そ の 合 計 額 )を 365で 除 し て 得 た 額 を

控 除 し た 残 額 を 下 回 る 場 合 に は 、当 該 残

額 )を 支 給 す る 。  

(略 ) 

障 害 厚 生 年 金 等（ 当 該 損 害 補 償 の 事

由 と な っ た 障 害 に つ い て 障 害 基 礎

年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）  

0.86 

(略 ) 
 

(略 ) 

障 害 厚 生 年 金 等（ 当 該 損 害 補 償 の 事

由 と な っ た 障 害 に つ い て 障 害 基 礎

年 金 が 支 給 さ れ る 場 合 を 除 く 。 ）  

0.88 

(略 ) 
 

6・ 7 (略 ) 6・ 7 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

(改 正 附 則 ) 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

1 こ の 条 例 は 、平 成 28 年 4 月 1 日 か ら 施

行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

2 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 議 会 の 議 員 そ

の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に

関 す る 条 例 附 則 第 5 条 第 1 項 及 び 第 2 項

並 び に 寒 川 町 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償

条 例 附 則 第 3 条 第 2 項 及 び 第 5 項 の 規 定

は 、こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 支 給 す べ

き 事 由 の 生 じ た 傷 病 補 償 年 金 及 び 休 業

補 償 並 び に 同 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 の

生 じ た 同 日 以 後 の 期 間 に 係 る 傷 病 補 償

年 金 に つ い て 適 用 し 、同 日 前 に 支 給 す べ

き 事 由 の 生 じ た 同 日 前 の 期 間 に 係 る 傷

病 補 償 年 金 及 び 同 日 前 に 支 給 す べ き 事

由 の 生 じ た 休 業 補 償 に つ い て は 、な お 従

前 の 例 に よ る 。  

 

 


